
第３７号議案 

 

 

町田市生涯学習審議会条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)２月２２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市生涯学習審議会条例の一部を改正する条例 

町田市生涯学習審議会条例（平成２３年６月町田市条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査審議し、答申す

る。 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、

次に掲げる事項について調査審議し、答申す

る。 

（１）生涯学習の振興及び社会教育（体育及び

レクリエーションの活動を含む。以下同

じ。）についての基本方針、施策及び事業

に関する事項 

（１）生涯学習の振興及び社会教育（体育及び

レクリエーションの活動を含む。以下同

じ。）に関する基本方針を立案すること。 

 （２）生涯学習及び社会教育に関する施策及び

事業を評価すること。 

（２）前号に掲げるもののほか、教育委員会が

必要と認める事項 

（３）前２号に掲げるもののほか、教育委員会

が必要と認める事項 

２ 審議会は、前項第１号に掲げる事項につい

て、教育委員会に意見を述べることができる。 

 

（組織） （組織） 

第３条 略 第３条 略 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委

員会が委嘱する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委

員会が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 ２人以内 （１）町田市社会教育委員の設置に関する条例

（昭和３３年１０月町田市条例第５１号）

に規定する社会教育委員 ８人以内 

（２）学校教育の関係者 ２人以内  

（３）家庭教育の向上に資する活動を行う者 

１人 

 

（４）生涯学習又は社会教育の関係者 ８人以

内 

（２）生涯学習又は社会教育に関する関係機関

の代表 ５人以内 

（５）略 （３）略 

 （会長等）  （会長等） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員

の互選により定める。 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、第３

条第２項第１号に掲げる委員のうちから互
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選により定める。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（部会）  

第７条 専門の事項を調査するため、審議会に

部会を置くことができる。 

 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織

する。 

 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の

互選により定める。 

 

４ 前各項に定めるもののほか、部会の組織及

び運営に関し必要な事項は、部会長が部会に

諮って定める。 

 

（委任） （委任） 

第８条 略 第７条 略  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（町田市社会教育委員の設置に関する条例の廃止） 

２ 町田市社会教育委員の設置に関する条例（平成２６年３月町田市条例第１７号）

は、廃止する。 

(町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

３ 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和３３年４月

町田市条例第２２号)の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 第２条 前条の特別職は、次のとおりとする。 

（１）～（14）略 （１）～（14）略 

（15）削除 （15）社会教育委員 

（16）～（70）略 （16）～（70）略 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職名 報酬額 職名 報酬額 
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略 略 

  

略 略 
 

略 略 

社会教育委員 月額 １３，５００円 

略 略 
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